業発第１４８号
令和２年１月１４日
支 部 長　各位
中小企業対策部
部  長　菅　原　初　義
経営革新等支援機関認定制度に関する申請・更新の周知について　
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　各位におかれましては、平素より当部事業にご協力を賜り深謝申し上げます。
さて、ご承知のとおり、平成３０年（２０１８年）５月に成立した産業競争力強化法等の一部を改正する法律のうち、経営革新等支援機関認定制度の更新制導入等については、同年７月９日から施行されております。

これにより、認定を受けた日から起算して５年を経過するまでに、認定の更新手続きを行う必要があります。
２０１５年７月以前に認定を受けた者（第２６号認定まで）については、更新制の導入時に、更新に係る経過措置が設けられておりましたが、同措置の終了により、第１２号～第２６号該当の集中受付期間は本年３月３１日までとなっておりますので、ご留意ください。
つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、各位におかれましても、該当する経営革新等支援機関の方で、まだ更新申請を行っていない方は、早急に更新申請の手続を行っていただくよう支部会員への周知にご協力をいただきますようお願いいたします。
詳細は、関東経済産業局ホームページをご確認ください。
＜関東経済産業局＞

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/nintei_shienkikan.html
	更新時の主な確認項目は、以下の３点です。

①税務、金融及び財務に関する専門的な知識を有していること

②法定業務を含む一定の実務経験を有していること

③経営革新等支援業務の継続実施に必要な体制を有していること


【認定の更新時期】
	当該更新認定日に合わせ申請いただきたい方
	集中受付期間
	更新認定日
（予定）

	第12号（2014年1月17日認定）から
第26号（2015年7月2日認定）にて認定を受けた方
	2020年3月31日まで
	2020年7月3日

	第27号（2015年8月7日認定）で認定を受けた方
	2020年7月7日まで
	2020年8月5日

	第28号（2015年9月14日認定）で認定を受けた方
	2020年8月14日まで
	2020年9月11日

	第29号（2015年10月23日認定）で認定を受けた方
	2020年9月23日まで
	2020年10月21日

	第30号（2015年12月2日認定）で認定を受けた方
	2020年11月2日まで
	2020年11月30日

	第31号（2016年1月15日認定）で認定を受けた方
	2020年12月15日まで
	2021年1月13日


※①既に集中受付期間が過ぎている場合（第 1 号（2012年11月5日認定）から第11号（2013年12月4日認定））も、本年3月31日までに申請したうえで認定の更新を受けていれば、認定の効力は失われません。
※②本年４月以降、新規認定申請及び更新認定申請は、ＧビズＩＤを利用した完全電子化によるオンライン申請のみとなり、郵送による申請は受付けられなくなります。別途アカウントの取得が必要となり手続きが煩雑化しますので、更新予定の方はお早めに対応することをお薦めいたします。
経営革新等支援機関認定一覧（ご自身の認定日等をご確認ください。）
中小企業庁　経営革新等支援機関　検索システム

https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea
◆参考URL
　中小企業庁トップページ＞経営サポート＞経営革新支援＞認定経営革新等支援機関

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
ＧビズＩＤ
　https://gbiz-id.go.jp/top/
